
※２月 21 日（水）、22 日（木）には、御浜町役場３階くろしおホールでも尾鷲税務署
による無料申告相談が行われますので、ご利用ください。

表① 尾鷲税務署による事前・無料申告相談日程表
月／日 会　　場 受付時間 対　　象

2 月５日（月） 役場２階 小会議室
  9:30 ～ 11:30 ・営業所得のある方、青色申

告をされる方
・医療費控除や住宅借入金特

別控除の適用を受ける方
・公共事業により土地建物を

譲渡された方
・譲渡の申告をされる方
　（土地、建物や株式など）
・相談内容の複雑な方
・雑損控除等その他申告につ

いて相談のある方

13:00 ～ 15:30

2 月６日（火） 役場２階 小会議室
  9:30 ～ 11:30

13:00 ～ 15:30

2 月 19 日（月） 役場２階 小会議室
  9:30 ～ 11:30
13:30 ～ 16:00

2 月 20 日（火） 役場２階 小会議室
  9:30 ～ 11:30
13:30 ～ 16:00

In
fo
rm
a
tio
n

役
場
税
務
住
民
課

所
得
税
・
町
県
民
税
の
申
告
は
お
早
め
に
！

申
告
相
談
期
間
は
、
２
月
16
日
㈮
か
ら
３
月
15
日
㈭
ま
で

町
で
は
、
申
告
相
談
を
次
ペ
ー
ジ
の
表
①
、
表
②
の
日
程
表
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

な
お
、
申
告
に
際
し
て
は
、
多
く
の
方
に
お
待
ち
い
た
だ
く
こ
と
な
く
申
告
相
談
を
行

え
る
よ
う
、
事
前
に
帳
簿
や
領
収
書
な
ど
の
集
計
を
行
っ
た
う
え
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
青
色
申
告
を
行
う
方
、
消
費
税
の
申
告
を
行
う
方
、
贈
与
税
の
申
告
を
行
う
方
、

土
地
、
建
物
な
ど
を
売
却
さ
れ
た
方
、
株
式
の
譲
渡
所
得
が
あ
る
方
、
雑
損
控
除
の
あ
る
方
、

相
談
内
容
が
複
雑
な
方
は
、
直
接
税
務
署
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

❶ 

所
得
税
の
申
告
が
必
要
な
方

（
所
得
税
の
確
定
申
告
を
さ
れ
た
方

は
、
町
県
民
税
申
告
は
不
要
で
す
）

　

平
成
30
年
１
月
１
日
現
在
、

町
内
に
住
所
の
あ
る
方
で
、
次

に
該
当
す
る
方
は
申
告
が
必
要

に
な
り
ま
す
。

1
事
業
所
得
（
営
業
・
農
業
・

そ
の
他
の
事
業
）、
配
当
所
得
、

不
動
産
所
得
、
利
子
所
得
お

よ
び
公
的
年
金
以
外
の
雑
所

得
の
あ
る
方

2
給
与
所
得
（
ア
ル
バ
イ
ト
・

パ
ー
ト
代
、
専
従
者
給
与
も
含

み
ま
す
。
以
下
同
じ
で
す
）
の

あ
る
方
で
次
に
該
当
す
る
方

㋐
平
成
29
年
中
に
退
職
し
、
再
就

職
し
て
い
な
い
方

㋑
給
与
所
得
以
外
に
20
万
円
以

上
の
他
の
所
得
の
あ
る
方

㋒
給
与
を
２
か
所
以
上
か
ら
受

け
て
い
る
方

㋓
勤
務
先
か
ら
町
に
給
与
支
払
報

告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
方

❷ 

町
県
民
税
申
告
が
必
要
な
方

（
町
県
民
税
の
申
告
が
必
要
だ

と
思
わ
れ
る
方
に
は
町
か
ら
申

告
書
を
送
付
し
ま
す
）

1
給
与
所
得
以
外
に
20
万
円
未

満
の
他
の
所
得
の
あ
る
方

2
障
害
年
金
ま
た
は
遺
族
年
金

の
み
の
方

3
町
外
在
住
の
親
族
の
配
偶
者

控
除
・
扶
養
控
除
の
対
象
に

な
っ
て
い
る
方

※
所
得
が
な
い
方
で
も
、
国
民
健
康

保
険
や
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
し
て
お
り
、
保
険
税
等
の
軽

減
を
受
け
る
場
合
や
、
所
得
に
関

す
る
証
明
書
（
年
金
、
福
祉
、
公

営
住
宅
、
教
育
、
融
資
関
係
な
ど
）

を
必
要
と
さ
れ
る
場
合
は
申
告
が

必
要
に
な
り
ま
す
。

❸ 

所
得
税
還
付
申
告
を
さ
れ
る
方

1
医
療
費
控
除
の
適
用
を
受
け

る
方
（
年
間
10
万
円
以
上
あ

る
い
は
所
得
金
額
の
５
％
以

上
の
医
療
費
の
自
己
負
担
が

あ
る
方
）
※
６
ペ
ー
ジ
も
ご

参
照
く
だ
さ
い
。

2
寄
附
金
控
除
の
適
用
を
受
け

る
方(

ふ
る
さ
と
納
税
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
特
例
を
利
用
す
る
方

は
不
要
で
す
）

3
初
め
て
住
宅
借
入
金
等
特
別

控
除
の
適
用
を
受
け
る
方

4
源
泉
徴
収
票
に
記
載
さ
れ
て
い

な
い
扶
養
控
除
や
社
会
保
険
料

控
除
な
ど
を
受
け
る
方

❹ 

申
告
の
際
に
必
要
な
も
の

1
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド（
本

人
お
よ
び
被
扶
養
者
）
＋
運
転

免
許
証
等
の
身
分
証
明
書

2
印
鑑
（
認
印
で
も
可
）

3
平
成
29
年
中
の
所
得
が
わ
か
る
も
の

※
給
与
に
関
し
て
は
、
源
泉
徴
収

票
、
給
与
明
細
書
ま
た
は
事
業

主
の
証
明
書
（
働
い
た
日
数
・

日
給
・
年
間
支
払
額
な
ど
）

※
年
金
に
関
し
て
は
、
公
的
年
金

な
ど
の
源
泉
徴
収
票

※
生
命
保
険
の
満
期
返
戻
金
（
一

時
金
）
や
個
人
年
金
を
受
け
た

方
は
、
そ
の
受
取
通
知
書
や
支

払
証
明
書
な
ど

※
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
で

の
収
入
が
あ
る
方
は
配
分
金

支
払
証
明
書

※
事
業
所
得
・
不
動
産
所
得
な
ど

に
関
し
て
は
収
支
内
訳
書
な
ど

（
事
前
に
帳
簿
や
領
収
書
な
ど
の

集
計
を
行
い
、
必
ず
収
支
内
訳
書

を
作
成
し
て
お
越
し
く
だ
さ
い
）

4
所
得
税
還
付
申
告
を
さ
れ
る

方
は
、
ご
本
人
名
義
の
預
金

口
座
番
号
の
わ
か
る
も
の

5
国
民
年
金
保
険
料
・
生
命
保
険

料
・
個
人
年
金
保
険
料
・
介
護

医
療
保
険
料
・
地
震
保
険
料
な

ど
の
支
払
証
明
書　

※
国
民
年
金
保
険
料
は
日
本
年
金

機
構
が
発
行
す
る
「
社
会
保
険

料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除

証
明
書
」
を
添
付
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

6
医
療
費
控
除
の
適
用
を
受
け

る
方
は
、
医
療
費
の
領
収
書
、

保
険
金
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
た

金
額
が
わ
か
る
も
の
、
お
む
つ

使
用
証
明
書
な
ど　

※
事
前
に
医
療
機
関
ご
と
に
領
収
書

を
集
計
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

7
障
害
者
控
除
の
適
用
を
受
け

る
方
は
、
障
害
者
手
帳
、
療

育
手
帳
、
ま
た
は
65
歳
以
上

の
方
で
障
害
者
に
準
ず
る
と

す
る
要
介
護
認
定
を
受
け
て

い
る
方
は
役
場
の
証
明
書

8
寄
附
金
控
除
の
適
用
を
受
け

る
方
は
、
寄
附
を
し
た
と
き

の
領
収
書
・
証
明
書

9
勤
労
学
生
控
除
の
適
用
を
受

け
る
方
は
、
学
生
証
ま
た
は

在
学
証
明
書

❺
ふ
る
さ
と
納
税
（
ワ
ン
ス
ト
ッ

プ
特
例
制
度
）
を
利
用
の
方
へ

　

確
定
申
告
の
不
要
な
給
与
所

得
者
な
ど
が
ふ
る
さ
と
納
税
を

行
っ
た
場
合
、
確
定
申
告
を
し

な
く
て
も
、
所
得
税
分
の
ふ
る

さ
と
納
税
の
寄
附
金
控
除
を
町

県
民
税
で
受
け
ら
れ
る
仕
組
み

（
ふ
る
さ
と
納
税
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

特
例
制
度
）
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
制
度
は
確
定
申
告
を
し
な

い
こ
と
が
条
件
と
な
り
ま
す
の

で
、
制
度
を
利
用
し
た
方
が
確
定

申
告
書
を
提
出
し
た
場
合
、
特
例

制
度
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
申
告
に
関
し
て
詳
し
く
は
、
役

場
税
務
住
民
課
（
☎
33
―
０
３
３

７
）
ま
た
は
、
尾
鷲
税
務
署
（
☎

０
５
９
７
―
22
―
２
２
２
２
）
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

表② 確定申告、町県民税申告相談日程表

※近くの会場で受けられない方は、紀宝町役場で行う『全地区』の日にお越しください。
　（紀宝町役場では、『全地区』の日程以外は申告相談はできません。）
※提出のみの方は、期間内に紀宝町役場税務住民課の窓口へお越しください。

月／日 会　　場 受付時間 対　　象

2 月 16 日（金）
阪松原生活改善センター   9:30 ～ 11:30 阪松原

桐原生活改善センター 13:30 ～ 16:00 桐原上・桐原下

2 月 21 日（水） 大里多目的集会施設
  9:30 ～ 11:30 津本

13:30 ～ 16:00 大里西・大里東

2 月 22 日（木）
永田青年クラブ   9:30 ～ 11:30 永田・小畑

平尾井高齢者生産活動センター 13:30 ～ 16:00 平尾井西・平尾井東 ・井内

2 月 23 日（金） 役場２階 小会議室
  9:30 ～ 11:30 鵜殿

13:30 ～ 16:00 全地区

2 月 26 日（月）
鮒田構造改善センター   9:30 ～ 11:30 鮒田

高岡防災センター 13:30 ～ 16:00 高岡

2 月 27 日（火） 役場２階 小会議室
  9:30 ～ 11:30 鵜殿

13:30 ～ 16:00 全地区

2 月 28 日（水）
北檜杖多目的集会施設   9:30 ～ 11:30 北檜杖・瀬原

浅里生活改善センター 13:30 ～ 16:00 浅里

３月１日（木）
上地多目的集会施設   9:30 ～ 11:30 上地

中村多目的集会施設 13:30 ～ 16:00 中村

３月２日（金） 役場２階 小会議室
  9:30 ～ 11:30 鵜殿

13:30 ～ 16:00 全地区

３月５日（月）
飯盛多目的集会施設   9:30 ～ 11:30 飯盛

成川生活改善センター 13:30 ～ 16:00 下地

３月７日（水）
紀宝町保健センター

（神内）
  9:30 ～ 11:30

神内
13:30 ～ 16:00

３月８日（木） 井田公民館
  9:30 ～ 11:30 茶屋地

13:30 ～ 16:00 馬場地・地下

３月９日（金） 役場２階 小会議室
  9:30 ～ 11:30 鵜殿

13:30 ～ 16:00 全地区

３月 12 日（月）
下り場集落センター   9:30 ～ 11:30 下り場

上野農事集会所 13:30 ～ 16:00 上野
２月 19 日（月）・20 日（火）、
3 月６日（火）・13 日（火）・
14 日（水）・15 日（木）

役場２階 
小会議室

  9:30 ～ 11:30
全地区

13:30 ～ 16:00
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